
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保険者に対して書類を提出 

・相談者等が「参加報告書」 
〔プログラム４（５）ア（ウ）〕 

保険者に対して書類を提出 
・相談者等が「参加報告書」 
・かかりつけ医が「実施指示書」 

〔プログラム４（５）ア（ウ）〕 
 

医療機関未受診者 糖尿病治療中断者 医療機関通院患者 

保険者が対象者を抽出 

抽出基準 

下図 CKD 重症度分類の①～④ 

〔プログラム４（１）〕 

保険者が対象者を抽出 

抽出基準 

糖尿病性腎症（又は糖尿病）の通院歴が
あり、６か月経過しても受診記録なし 

〔プログラム４（２）〕  

保険者による対象者に対する

医療機関受診の勧奨 
〔プログラム４（３）〕 

受診する 受診しない 

医療機関未受診者・

糖尿病治療中断者 

保険者による未受診者に対する

再度の医療機関受診の勧奨 

〔プログラム４（３）〕 

医療機関受診者 

保険者が保健指導の
参加対象者とするかを
判断 〔プログラム４（４）〕 

判断基準 

下図 CKD 重症 
度分類の④ 

必要 
保健指導の参加対象者 

受診する 受診しない 

相談する 相談しない 

必要 

（※2）除外基準 

・１型糖尿病である者及びがん等で終末期にある者 

・認知機能に障がいがある者 

・生活習慣病管理料、糖尿病透析予防指導管理料の算定対象となっている者 

・その他の疾患を有していて、かかりつけ医が除外すべきと判断した者 

相談者について、かかり

つけ医が保健指導の必

要性を判断 

〔プログラム４（５）ア（イ）①

 

相談者以外の通院患者であっ

て、かかりつけ医が保健指導が

必要と思われる者を抽出 

抽出基準（※1） 

〔プログラム４（５）ア（イ）②〕  

参加する 

保険者による保健指導対象者への

保健指導        〔プログラム４（５）イ・ウ〕 

相談者 

保健指導対象者 

通院患者のうち、かかりつ

け医及び本人が保健指導

への参加を同意した者 
〔プログラム４（５）ア〕 

参加しない 

鳥取県糖尿病性腎症重症化予防プログラム フロー図 

不要 

保険者が参加対象者に対して 

・保健指導への参加案内 

・かかりつけ医への相談を依頼 

→参加対象者がかかりつけ医への

相談を行うか判断 
〔プログラム４（５）ア（ア）〕      

 

不要 

（※2） 

かかりつけ医が相談者等に対し

て保健指導への参加を勧奨 

→相談者等が保健指導への 

参加を判断 

〔プログラム４（５）ア（イ）①〕 

通院患者のうち保健指導が

必要と判断されたが、かか

りつけ医へ相談しない者 

医療機関を受診され、医療

機関による治療が最優先さ

れるべき段階である者 

かかりつけ医により保健

指導が必要と判断された

通院患者のうち、本人の

判断により保健指導に参

加しない者 

医療機関への受診が必要で

あるが、受診勧奨も関わらず

医療機関未受診の者 

（※1）追加抽出基準 

・生活習慣改善が困難な患者 

・治療を中断しがちな患者 

・自施設に管理栄養士等が配置されておらず、実践的な指導が困難な患者 

・専門病院との連携が困難な患者 等 

通院患者のうち、か

かりつけ医により保

険者による保健指

導が必要ないと判

断された者 

か
か
り
つ
け
医
に

よ
る
抽
出
・判
断 

[随時] 
・必要に応じて実施状況をかかりつけ医へ報告する。 
・定期的にかかりつけ医と打ち合わせを行い、情報を共有。 

[実施後] 
・かかりつけ医へ実施結果を報告する。 
・終了者に対して、必要に応じて継続的に支援を行う。 

〔プログラム４（５）ウ・エ〕 

保険者が保健指導の 

対象者を決定 

  〔プログラム４（５）ア（エ）〕

  

追加参加対象者 

保険者が保健指導の参加対象者を

抽出 

抽出基準 

下図 CKD 重症度分類の①～③ 

〔プログラム４（４）〕   


